
 

  

 

 

 

事前確認 

 

 

県 設置者 

 

 

 

 

計画作成 

計画概要書 

の提出 

 
届出から 

８ か月開設又は 

変更不可 

届出から 2 か月 

以内に説明会開催 

 

各関係機関へ 

計画概要書を送付 

受付 

各関係機関へ 

届出書を送付 

 

届出書の 

公告及び縦覧 

（4 か月） 

 

県意見有無の通知 

 

【県意見有りの場合】 

意見の公告及び縦覧
（1 か月） 

県へ 

意見提出 

 

県意見有り 

の場合 

２ ページ目 

 
説明会開催報告書 

を県へ送付 

 
新設又は変更の 

届出提出 

 受付 

 事前協議 

 市町村 住民 

意見提出 

可能期間 

 

第５条第１項又は

第６条第２項 

第７条第１項 

 

県意見無し 

の場合 

法手続き終了 

第８条第５項 

開設又は変更可能 

 
受理 

受理 

 協議会、審査会開催 

 

 

受理 

受理 

 

届出書の 

縦覧 

（４ か月） 
第８条第１項 

第８条第２項 

第５条第３項 

第８条第３項 

第８条第４項 

第８条第６項 

第５条第３項 

大規模小売店舗立地法の手続の基本的な流れ 
（大店法第 5 条第 1 項又は第 6 条第 2 項） 

 

意見の 

縦覧 

（1 か月） 

 

立地市町村や住民意見 

の公告及び縦覧 

（1 か月） 

 受理 

 

意見の 

縦覧 

（1 か月） 



 

 

 

 

 

届出内容を 

変更しない 

旨の通知 

２ か月間 

開設又は 

変更不可 

各関係機関へ 

届出又は通知内容 

を送付 

 

届出書の 

公告及び縦覧 

（4 か月） 

 

 

 

 

立地市町村に意見を 

聴取 

協議会、審査会 

開催 

 

受理 

受付 

 
勧告に  

従わない旨
公表 

 

届出書の 

公告及び縦覧 

（4 か月） 

 

第８条第７項 

第８条第９項 

第８条第８項 

第９条第１項 

第９条第７項 

第９条第１項及び第３項 

第９条第５項 

第９条第５項 

 

県へ 

意見提出 

 
受理 

 

届出書の 

縦覧 

（４ か月） 

第９条第５項 

届出内容を 

変更する場合 

届出内容を 

変更しない場合 

受理 

 

届出書の 

縦覧 

（４ か月） 

 変更の届出  勧告に従わず or 

 
勧告・勧告の内容を公表 

 

 

届出内容を 

変更する 

旨の届出 

or 

 受付 

 受理 

 
各関係機関へ 

届出を送付 

 
県の意見を反映して
おらず、周辺の生活
環境に著しい悪影響
がある場合に市町村
へ聴取する。 


